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２０２０年 4 月 13 日 

各テナント責任者 各位 

東京団地倉庫株式会社 

 

新型コロナウィルス感染症拡大に係る弊社対応について 

 

拝啓 当社事業所運営にあたりましては、日頃よりご理解とご協力を賜りまして有難く

感謝申し上げます。 

題記の 感染症拡大リスクに伴い、3 月 3 日以降管理棟施設の利用制限等ご不便をおかけ

しておりますことお詫び申し上げます。 

 さて、本件について現段階での弊社の対応策については下記の通りとしておりますので 

ご連絡いたします。 

引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

  

敬具 

記 

１．現況の 弊社業務体制について 

 （１）管理室職員は 3 月２３日以降毎日出社前の検温を実施し、平熱を確認してから 

出社し、毎朝の朝礼時確認し合っております。 

 （２）３月２５日東京都発表「感染爆発の重大局面による外出自粛要請等」を受け、 

３月３０日(月)から４月１０日(金)の間、管理室要員数を原則半減の体制で 

運営いたしておりましたが、4 月 7 日政府による緊急事態宣言発出に基づき、 

引き続き 4 月 24 日までこの体制を継続いたします。 

（３）管理棟入館時の手・指消毒を励行し、管理室業務時間中は職員全員マスク着用して 

応対をいたします。 

 

２．テナント様・荷主様に感染者が発生した場合 

 （１）テナント各社様より速やかに所轄保健所へ届出をし、指示に従うとともに、日本倉

庫協会および東京倉庫協会への報告及び弊社管理室へのご連絡をお願いします。 

 （２）保健所等の指示により、庫内及び附属事務棟内外の消毒作業が必要な場合は 

各テナント様にて手配、ご実施ください。（弊社からの業者紹介も可能です） 

 （３）構内共用部の消毒については弊社管理室にて手配、実施と致します。 

 

３．弊社職員が感染者となった場合 

 （１）感染が確認された社員は本社対策室へ連絡の上即時自宅待機しとします。 

（２）感染者のいる管理室職員は管理職（所長等）を除き自宅待機し、検査結果が判明す

るまで自宅待機とします。また管理室は消毒完了まで別室に移動いたします。 
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（３）管理職が感染した場合は弊社他部所より管理職１名を配備するか、発生部所の 

管理職に準じた職員の配備をおこないます。 

（４）管理棟玄関に「感染者発生」の旨掲示のうえ管理室の出入りをご縁慮頂きます。 

   ご連絡は電話にてお願いいたします。 

（５）管理室および管理棟共用部の消毒については弊社管理室にて手配、実施と致します。 

 

４．その他 

  ４月以降の弊社主催のイベント開催（テナント会議等）については今後の状況 

  を見て判断致します。その他不明な点、ご質問等ありましたら管理室までご連絡 

ください。 

 

 

 [参考] 新型コロナコールセンター  ０５７０－５５－０５７１ 

     日本倉庫協会  ０３-３６４３-１２２１ 

     東京倉庫協会  ０３-３６４１-５０８６ 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


